
●対象者（下記の①～②を満たす方）

①研修修了後、市内の訪問介護事業所等と雇用契約を結び、

３ヶ月以上継続して介護職員として就労していること

又は研修修了前から市内の介護事業所等に就労しており、

研修修了後も３ヶ月以上継続して就労していること。

②他の補助金等の助成を受けていないこと。

●申し込み方法

研修の助成金は、就労している訪問介護事業所等を通じ

ての支給となります。

訪問介護事業所等が、対象者に受講料を補助し、市が介護

事業所に助成金を支給します。申込みは、就労先となります。

介護職員初任者研修

受講料助成（旧ヘルパー２級）

上限８０，０００円補助

狛江市で

介護の資格取得を支援します！

介護福祉士実務者

研修受講料助成

上限 100,000 円補助

詳しくは市ＨＰを参照

詳しくは市ＨＰを参照

介護の仕事を
はじめませ

んか？

※研修に係る受講料（テキスト代、実習に要した費用等を含む）を補助

●問い合わせ

狛江市高齢障がい課介護保険係

＜電話＞03-3430-1262（直通）

介護資格にＴＲＹ！

生活援助従事者

研修受講料助成

上限65,000円補助

R4 N
ew！
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